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【 マイナンバーカードを保険証として利用すると 】 
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※対応していない医療機関では従来どおり

限度額適用認定証が必要です。 
※対応していない医療機関・薬局では

従来どおり保険証で受診してください。 

※対応していない医療機関・薬局では

従来どおり保険証で受診してください。 

※対応していない医療機関・薬局やご自身が

希望しない場合は従来どおり紙の処方箋の

やりとりになります。 
※ただし、整骨院や鍼・灸・あんま・マッサージ等の

療養費の分は取得できません。 


